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○ 地方産業育成資金（新潟県の制度変更に準ずる）

融 資 対 象 者  村内で事業を営む中小企業者で、村税の納付状況が良好なもの
資 金 使 途  運転資金、設備資金
貸 付 限 度 額  １，０００万円
融 資 利 率 新潟県地方産業育成資金貸付規程に定める利率による。
融 資 期 間  運転５年以内　　設備７年以内　（据置６ヶ月可）
担 保 ・ 保 証 人  金融機関の定めによる

信 用 保 証
 必要により信用保証付きとする。
 信用保証料の50％を補給

摘　　　　要 　刈羽村商工会の認証を受ける。

○ 産業活性化資金

融 資 対 象 者  村内で事業を営む中小企業者で、村税の納付状況が良好なもの

資 金 使 途  運転資金、設備資金

貸 付 限 度 額 　5，０００万円（運転資金、設備資金の合計額で）

融 資 利 率
融資期間５年以内の場合　２．３％　（信保付の場合　１．８％）
融資期間５年超の場合　　 ２．５％　（信保付の場合　２．０％）

融 資 期 間
１０年以内
　※経営の悪化している業者については最大１年の据置期間の設定可能
　　　ただし、平成２３年３月３１日までとする

担 保 ・ 保 証 人  金融機関の定めによる

信 用 保 証

 必要により信用保証付きとする。
 信用保証料の補給
　   申込額１，０００万円以下　５０％を補給
　   申込額１，０００万円超     ２０％を補給
 ※国の緊急保証制度（５号要件)の認定受けて借入れたものについては
　　金額にかかわらず１００％の補給とする。ただし、平成２３年３月３１日
　　までとする

摘　　　　要
刈羽村商工会の認証を受ける。
村は、融資金額の１／３を預託する。

設備近代化資金

融 資 対 象 者  村内で事業を営む中小企業者で、村税の納付状況が良好なもの

資 金 使 途 設備資金

貸 付 限 度 額 ３，０００万円

融 資 利 率
融資期間５年以内の場合　２．３％　（信保付の場合　１．８％）
融資期間５年超の場合　　 ２．５％　（信保付の場合　２．０％）

融 資 期 間 １０年以内

担 保 ・ 保 証 人  金融機関の定めによる

信 用 保 証

 必要により信用保証付きとする。
 信用保証料の補給
　   申込額１，０００万円以下　５０％を補給
　   申込額１，０００万円超     ２０％を補給

摘　　　　要
刈羽村商工会の認証を受ける。
村は、融資金額の１／３を預託する。
前年返済済み利子の１／２を補給する。

○県融資制度「セ－フティネット資金（経営支援枠・緊急保証要件）」を借入れた村内中小企業
者については、信用保証料を１００％補給する。ただし、平成２３年３月３１日までとする。
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